
様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）W

轄理番号

経費項目 壷査瞳雪 ･研修費

内 容 土木学会年会費（2025年4月～2026年3月の1年分）

年月 日 令和7年4月1日 金 額 12,000円

会の趣旨.

目 的

土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図

り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」こと。_(土木学会定款）

会の活動

内容等

以下の三つを活動の柱として、さまざまな活動を展鼠
学術・技術の進歩への貢献

社会への直接的貢献

会員の交流と啓発

政務活動．

県政との

関連性

土木学会の会員として、土木に関する最新情報を常に入手し、県のインフラ事業に関する

提言や地元要望への対応に生かすこと。

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

※添付書類：土木学会定款

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

12,000円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

12,㈹0円



領収書 No.2006002470010019

2025年02月14日

菅沼

露公益社団法人 土木綴

専務理事 三輪

F記の通り領収いたしました。

￥12．000－
T160-0004

東京都新宿区四谷一丁目無番地

電話O3-3355-3443

登録番号:T5011105004847

但し、

会費(2025年04月～2026年03月):\12,000-

として

※消費税10%対象 計:0円（内消費税:0円）



(1)土木学会定款

平成22年5月22日 制定

平成28年12月16日 改正・施行

第1章 総則

（名称）

第1条 この法人は、公益社団法人土木学会（以下「学会」という。）と称する。

（事務所）

第2条 学会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

2 学会は、公益社団法人土木学会細則（以下「細則」という。）で定める地に支部を設ける。

第2章 目的及び事業

（目的）

第3条 学会は、土木工学の進歩及び土木事業の発達並びに土木技術者の資質の向上を図り、もって

学術文化の進展と社会の発展に寄与することを目的とする。

（事業）

第4条 学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）土木工学に関する調査、研究

（2）土木工学の発展に資する国際活動

（3）土木工学に関する建議並びに諮問に対する答申

（4）会誌その他土木工学に関する図書、印刷物の刊行

（5）土木工学に関する研究発表会、講演会、講習会等の開催及び見学視察等の実施

（6）土木工学に関する奨励、援助

（7）土木工学に関する学術、技術の評価

（8）土木技術者の資格付与と教育

（9）土木に関する啓発及び広報活動

(10)土木関係資料の収集・保管・公開及び土木図書館の運営

（11）その他目的を達成するために必要なこと

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

（法人の構成員）

第5条 学会の目的に賛同して入会した次の個人又は団体を会員とする。

（1）正会員

1）個人会員 次のいずれかに該当する者

ア 土木事業に関し、学識経験ある者

イ 土木工学専門の教育を受け、その業務に従事している者

ウ 前各号に準ずる者

2）法人会員 建設業、建設コンサルタント等、細則で定める土木にド

法人

（2）学生会員 土木工学に関する学科を修めるため大学、高等専門学校、

ずる学校に在学中の者

（3）特別会員 正会員及び学生会員以外の個人又は団体

細則で定める土木に関連す~る業種の事業を行う

高等学校及びこれらに準
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2前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下『法人法」

という。）上の社員とする。

（入会）

第6条 会員として入会しようとする者は、細則で定めるところにより、入会手続きを行い、理事会

の承認を受けなければならない。

（会費等）

第7条学会の事業活動に生じる費用に充てるため、会員は、細則で定めるところにより、会費を納

入しなければならない。

（退会）

第8条 会員は、退会届を提出することにより退会できる。

（除名）

第9条 会員が学会の名誉を傷つけ又は学会の目的に反する行為をするに至ったときは、総会の決議

によって当該会員を除名することができる。

（会員資格の喪失）

第10条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失す

る。

(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。

(2)破産したとき。

(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(4)当該個人会員が死亡し又は当該法人会員が解散したとき。

(5)総正会員が同意したとき。

第4章 総会

（構成）

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

3 前2項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

（権限）

第12条 総会は、次の事項について決議する。

（1）会員の除名

（2）理事及び監事の選任又は解任

（3）理事及び監事の報酬等に係る規程

（4）第36条に規定する決算について作成する書類の承認

（5）定款の変更

（6）長期借入の承認

（7）基本財産の処分又は担保の設定

（8）解散及び残余財産の処分

（9）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

第13条 定時総会は、毎事業年度終了後の細則で定める時期に開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（1）会長が必要と認めたとき。

（2）第14条第2項の請求があったとき。この場合、請求のあった日から6

ぱならない。

（招集）

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づ
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請求のあった日から6週間以内に開催しなけれ

理事会の決議に基づき会長が招集する。



2総正会員の10分の1以上の正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示し

て、総会の招集を請求することができる。

（議長）

第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

（議決権）

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

（決議）

第17条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。ただし、

出席できない正会員が、第18条の手続きに従って委任状を提出した場合は、当該正会員を出席者と

みなす。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

（1）会員の除名

（2）監事の解任

（3）定款の変更

（4）解散

（5）その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけれ

ばならない。

（議決権の代理行使）

第18条正会員は、他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合にお

いては、当該正会員は、あらかじめ、代理権を証明する書面として委任状を学会に提出しなければ

ならない。

ただし、当該正会員は、当該委任状の提出に代えて、当該委任状に記載すべき事項を電磁的方法に

より提供することができる。この場合において、当該正会員は、当該委任状を提出したものとみな

す。

2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。

（議事録）

第19条総会の議事録は、法令で定めるところにより、議長が作成し、議長及び議長が指名する出席

者2名以上が記名押印する。

第5章 役員

（役員の設置）

第20条 学会に、次の役員を置く。

（1）理事25名以上30名以内

（2）監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長とし、会長を法人法上の代表理事とする。

3 会長以外の理事のうち5名以内を副会長とする。

4 会長及び副会長以外の理事のうち1名を専務理事とする。

5 副会長、専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

（役員の選任）

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事又は監事が欠けたときは、補欠を選任することができる。この場合、その選任については、

第1項の規定を準用する。

4会長が欠けたときは、第29条第2項の規定に従って理事会を開催し、理事会の決議によって理事
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の中から代表理事を選定する。

5前項の規定により選定した代表理事は会長職務を執行する。ただし、代表理事としての任期は、

前任の会長の代表理事としての残任期間とする。

6理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事

総数（現在数）の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

7監事には、学会の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び学会の使用人が含まれて

はならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

（理事の職務及び権限）

第22条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、次の各号のとおり、そ

れぞれの職務を執行する。

（1）会長は、学会を代表し、会務を総理する。

（2）副会長は、会長を補佐する。

（3）専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務全般の円滑な運営を司るとともに、理事会から委

任された事項の会務を処理する。

（4）前各号以外の理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の決議によって会務を処理する。

（5）会長並びに副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務

の執行状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第23条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、学会の業務及び財産の状況の調

査をすることができる。

（役員の任期）

第24条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終

結の時までとする。

2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の

時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。

4理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し

た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

（報酬等）

第26条理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定め

る総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等と

して支給することができる。

第6章 理事会

（構成）

第27条 学会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第28条 理事会は、次の職務を行う。

（1）総会の権限に属するものを除く、学会の業務執行の決定

（2）総会の目的である事項の決定

（3）理事の職務の執行の験督

（4）会長、副会長、専務理事の選定及び解職
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（招集）

第29条 理事会は、会長が招集し、議長は会長がこれに当たる。

2会長に事故があるとき又は欠けたときは、各理事が理事会を招集し、議長は招集した理事がこれ

に当たる。

（開催）

第30条理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

（決議）

第31条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと

みなす。

（議事録）

第32条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

（基本財産）

第33条別表の財産は、学会の目的である事業を行うために不可欠な財産であり、学会の基本財産と

する。

2前項の財産は、総会において別に定めるところにより、学会の目的を達成するために善良な管理

者の注意をもって管理しなければならず、処分又は担保の設定をするときは、あらかじめ理事会の

議を経て、総会の承認を要する。

（事業年度）

第34条 学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第35条学会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につい

ては、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

これを変更する場合も、同様とする。

2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、‐一般の閲

覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第36条学会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の各号の書類を作成し、

監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類につ

いてはその内容を報告し、第3号から第6号の書類については承認を受けなければならない。

（1）事業報告書

（2）事業報告の付属明細書

（3）貸借対照表

（4）損益計算書（正味財産増減計算書）

（5）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の付属明細書

（6）財産目録

2前項の書類のほか、次の各号の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとと

もに、定款及び正会員の名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（1）監査報告

（2）理事及び監事の名簿

（3）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

（4）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
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（基金）

第37条学会は、法人法第131条に基づく基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。

3基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時総会の決議を経るものとするほ

か、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

第8章 定款の変更及び解散

（定款の変更）

第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

（解散）

第39条学会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第40条学会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により学会が消滅する場合（その権利

義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、公益目的取得財産

残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」という。）第5条第17号に掲げ

る法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第41条学会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共

団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法

人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

（公告の方法）

第42条 学会の公告は、電子公告により行う。

2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載

する方法による。

第10章 補則

（保有株式に係る議決権）

第43条 学会は、保有する株式（出資）に係る議決権を行使してはならない。

（事務局及び職員）

第44条学会の会務を処理するため事務局を設け、有給の職員を置くことができる。

（細則等の規定）

第45条この定款施行に必要な細則その他の規定については、理事会の決議により別に定める。

附則

1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第

106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 学会の最初の会長は阪田憲次とする。

3整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったと

きは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日

を事業年度の開始日とする。

4 この定款は、平成28年12月16日より施行する。

1－1－6



〉

別表 基本財産（第33条関係）

2582.65平米

東京都新宿区四谷1丁目無番地

土地

し

1－1－7



様式第1－1号

－7~=豆司

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

0

鑿理番号

経費項目 識罰院費･研修費･圃紘報費･鶏禰靜瀧債･会議費･資料桐j漬･資膿朧入費･事溌漬⑳･人件費

内 容 事務所賃借料（4月分）

年月 日 令和7年3月27日 金 額 27,500円

目 的

使 途

政務活動.

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

口座振替 [zD7-3-27
－ p～ 今 守 ■Pbb-I■串. ③■･ロロ ロ ロ .■ I■■q ロロ 56,240SNBC(好〕(ｾ-7ﾃ

引落金額から月額保証料（800円）と集金代行料440円（税込）を引いた55,000円が賃借料である

ヴ

案分の

後援会

理由

活動を含むため。

領収書金額(a)

55,0㈹円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

27,500円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

轄理番号 子－3

経費項目 調翻暁費･研修費･川蛎広報費･雰識儲瀧噴･会議費･資料ｲ賊費･鮮朧入費⑳獅費人件費
内 容 カラー複合機リース代（令和7年4月支払い分）

年月 日 令和7年4月7日 金 額 7,095円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収割占付枠＞

口座振替

※支払明細は別紙参照。

ふげ．一 D7-4-7 14,190HC)ミ‘ﾘﾋ匂HBL

案分の

後援会

理由

活動を含むため。

領 又書金額(a)

14,190円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

7,095円
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登録番号 T4010001062159

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
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2 2025/ 2 14,190 2,900 1,290 823,020 32 2027/08 1 190 2,90 1,29（ 3 7,320

3 2025／ 3 14,190 12,900 11290 808,830 33 2027/09 14.190 12,91 1,290 3 3,130

内〕 2025/ 4 14,190 12,900 1.290 794.640 34 2027/10 14,190 12,900 1,290 3 8b940

－
５

2025/ 5 14,190 12,900 1,29（ 780,450 35 2027/11 14,190 12,900 1,290 3 4,750

6 2025/06 14,190 12, 00 1,290 766,260 36 2027/12 14,190 2,900 1,290 3 0,560

7 2025/07 14,190 12 00 1，29 752,070 37 2028/01 14,190 2,9 1,290 3 6,370

8 2025/08 14,190 12, 00 1,290 737,880 38 2028/02 14,190 2,9 1,290 3 2,180

9 2025/09 14,190 12.I 00 1,290 723,690 39 2028/03 14.190 2,9（ 1.290 2 7,990

10 2025/10 14,190 12,900 1,290 709,500 40 2028/04 14,190 12,900 1,290 2 3,800

11 2025/11 14,190 12，900 1,290 695.310 41 2028/05 14，190 12,900 1,290 2 9,610

12 025/12 14,190 12.900 1,290 681,120 42 2028/06 14,190 12,900 1,290 2 5,420

13 026/01 14,190 12,900 1，290 666,930 43 2028/07 14,190 12,900 1,290 241,230

14 026/02 14,190 12,900 1，290 652,740 44 2028/08 14,190 12,900 1,290 227,040

15 026/03 14,190 12,900 1,290 638,550 45 2028/09 14,190 12,900 1.290 12,850

IG 026/04 14,190 12,900 1,290 624,360 46 2028/10 14,190 12,900 1,290 98,660

17 026/05 14,190 12,900 1,290 610,170 47 2028/11 14,190 12,900 19290 84,470

18 026/06 14,190 12,900 1,290 595,980 48 2028/12 14,190 12,900 1,290 70,280

19 026/07 14,190 12,900 1,290 581,790 49 2029/01 14,190 12,900 1,290 56,090

20 026/08 14,190 12,900 1,290 567,600 50 2029/02 14,190 12,900 1,290 41,900

'1 026/09 14,190 12,900 1,290 553,410 51 2029/03 14,190 12,900 1,290 27,710

'， 026/10 14,190 12,900 1,290 539,220 5ヌ 2029/04 14,190 12,900 1,290 13,520

” 026/11 14,190 12,900 1,290 525,030 53 2029/05 14.190 ､ 12,900 1,290 99.330
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様式第1－1号

￥一ダ轄理番号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

経費項目 罐職費研修費慰要調誇"会議費鮮昨，費鍛費事霧費… 人件費
内 容 県政レポート送付用の宛名ラベルシール

年月 日 令和7年4月15日 金 額 3,500円

目 的
県政レポートを郵送し、議員活動を周知することで県政への県民の関心を高めること。

使 途
県政レポーート送付用の宛名ラベルシール

政務活動．

県政との

関連性

県民の県政に対する関心の向上に資するものである。

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

3,500円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,500円



a廻婆oncojp

の領収書注文番号

このページを印刷してご利用ください。

様発行日：2025年5月1日

注文日：2025年4月15日

Amazon.cojp注文番号

ご請求額:\3,500
■■■■■

2025年4月15日に発送済み

価格

\3,500

注文商品

1点エーワンラベルシール24面700シート3ﾌ572

販売：アマゾンジャパン合同会社

コンディション：新品

お届け先住所

菅沼泰久

配送方法

お急ぎ便

支払い情報
商品の小計

配送料･手数料

￥3,500

￥O

\3,500

\3,500

支払い方法：

注文合計

ご請求額

請求先住所

菅沼泰久

m■■■■:2025\4月15B: \3,500クレジットカードへの請求

注文の状況を確認するには、注文内容をご覧ください。

利用規約lプライバシー規約、1996-2020,Amazon･cDm,Inc､anditsamIiaRes

トップへ戻る

「百霊司[＝室コ ーレプ ｻﾎｰ‘

利用規約|ﾌﾗｲﾊｼｰ規約｜パーｿﾅﾗｲｽﾄ広告規約｜各種規約｜特定商取引法に基づく表示
◎1996-2025,Amazon.com,Inc.またはその関連会社



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

整理番号

経費項目 識罰暁費･研修費･圃諏報費･鶏鞠靜瀧債会議費資料鰄費資榊⑳講翻費人件費
内 容 事務用品代(ｶﾂﾀｰﾅｲﾌ､ﾃｰﾌ幼〃

年月 日 令和7年4月15日 金 額 165円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

１
１

Seria
領収書

登録番号 T4200001013662
クックマート浜名湖西店 2150
TELO53-594-8500 レジ154834

2025/04/15（火）11:27
ｶｯﾀｰﾅｲﾌ小ﾗﾊﾞｰｸﾘｯﾌﾞｵｰﾄﾛﾂｸ
プラステープのり強粘着
小計 3点
消費税
合言十
10%対象 330(内税額

お預り ￥1，
お釣り

３
０
７

￥
￥

100

200

300

30

30

30）
30

0O

||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

狗燭考泥添久

案分の理由

後援会活動を含むため。

領収書金額(a)

330円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支 額(a×b)

165円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

整理番号 ￥－6

経費項目 司鑑研繧･研修費･広N紘報費･霊繍誇蔵債会議費鮮幟費鮮“⑳請願農人件費
内容

事務用品代（のり、シャープペン）

年月日 令和7年4月21日 金額 294円

目的

使途

政務活動。

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞
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案分の理由

含むため。

後援会活動を

領収書金額(a)

588円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

294円



様式第1－1号

支出証拠書
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掲1．
丑信

薬理番号

経費項目 籍鵬讃研修費慰霊謝謝鵜会議費資料｛賊費資繼蹟事鍔事糊滑人件費
内容 県政レポートの郵送費（料金別納区内特別郵便物）

年月日 令和7年4月23日 金額 91,008円

目的 県政レポートを郵送し、議員活動を周知することで県政への県民の関心を高めること。

使途 県政レポートの郵送費（料金別納区内特別郵便物）

関連性

県民の県政に対する関心の向上に資するものである。

一手
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１

余
凶

講
偶

国
烏
垂
邑
生
汽
国

壁塞零伸

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

91,008円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

91,008円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

薬理番号

経費項目 忍研修費広聴広報費霧調識鱸会議費資榊費資I糖磧蘂費… 人件費
内 容 県庁にて調査

年月 日 令和7年4月3日～令和7年4月25日 金 額 15,470円

目 的
県事業の内容聴取及び関係書類の整理
攻務活動資料の整理

､部局事業ヒアリング･艤員総封

使 途 交通費

関連性

①県事業の内容や進捗状況を確認し、政策提言に活かすb

●地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

●会派の政策や方針について確認する。

く領収書貼付枠＞

J

別紙のとおり

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

15,470円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

15,470円



別紙

NO 月 日 用 件 金額(円）

1 4/3 議員総会、県事業の内容や進捗状況の確認 4,990

2 4/11 議員総会、県事業の内容や進捗状況の確認 5,320

3 4/25 議員総会、県事業の内容や進捗状況の確認 5,160

4

■

5

6

句

イ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合 計 15,470



更ﾁA浦’菅沼泰久EXご利用票
(座席のご案内）弗

崎締

1
1
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一
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一

一
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‐
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き
っ
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あ
り
ま
せ
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ご
利
用
票
で
は
改
札
□
は
通
れ
ま
せ
ん

車内改札の際は、このご利用票を呈示してください
記載以外の座席をご利用の場合は、ICカード等を
確認させていただきます

25.04.0308:45

No.0000036207

幹浜松駅62－22
JR東海

’
、

.一‐‐.~－－．~1

’

笏／
荊斡稗

■1 I ■25年4月11日、

髻
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ご利用ありがとうございます。ご利用ありがとうございます。

汐2『

喬筵(同の

利 用 証 明 書利 用 証明 書

幻▼鰐に。ｺ▼蝶匡。
静岡

三ケ円

25日13時35分

料金所(自）

料金所(革）
25年 4月

料金所

料金所
25年

卸
剰
岨

く
Ｉ

三ヶ日

静|剛
9時 1分25日

通行料金 \2,580=通行料余 ￥2， 580－

(ETCｸﾚｼ'ツト） 車種 1(ETCｸﾚﾂｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10!X!です。
※通行料金は砿定しておりません。

取扱番号
AO4504-253575-040728

獺本利用脈明書はETC利用照公サーピ
典で自峠されたものです，

※jm行料金の消費税率は10%です。
※通行料金は碓定しておりません。

取扱番号
AO4504-253587-096122

※本利用流明呑はETC利用照倉サービ
スで印'ﾅ:されたものです。

■■■ I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

静 岡

自由席

p~浜一『

■■■■■ ■■■■■ ■■

§丘
ノヶ、

自由席

松レー静－岡



モバイルSUICA利用履歴(2025年4月分）

＜戻る SF(電子マネー)利用履歴
一一 一一 一画ロー －－一一 一一一一画一 ,一一一－一一一一－－－.一一 画凸=一 一一-一一一－ -,-画一一一
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1
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04'031出
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1
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JC鷲津 ￥10，194

-330 の
（

JC浜松
1



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）
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薬理番号

経費項目 …費研修費鰯鉱糖霧調識鱸会議費齢M飼潰⑳事務費事翻潰 人件費
内容 新聞購読料

年月日 令和7年4月26日 金額 1,135円

目的 公明新聞（朝刊）の購読

使途 日々の時事ニュース、世界情勢、公明党の政策等の確認

政務活動．

県政との

関連性

新聞記事を政策立案や地元要望対応に反映する。
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案分

私用

の理由

を含むため。

領収書金額(a)

2,270円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,135円



様式第1－1号

支 出 証拠 書

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

経費項目 誌職費研修費“糖需調隷轤会議費騨M情頼⑬事務費事翻費人件費
内 容 新聞購読料

年月 日 令和7年4月28日 金 額 1,900円

目 的 中日新聞廟刊）の購読

使 途 日々の時事ニュースや世界情勢等の確認。

政務活動．

県政との

関連性

新聞記事を政策立案や地元要望対応に反映する。

く領収書貼付枠＞

口座振替

|1007-4-28新聞代 37800兼子新聞店

尋
銅 の理由

を含むため。

領 又書金額(a)

3,8伽円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,卯0円



様式第1－3号

整理番号’ チー/／

支出証拠書（入館料）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

経費項目 調査研究費

内 容 ふじのくに茶の都ミュージアム及びKADODEOOIGAWAの視察

年月 日 令和7年4月29日 金 額 3,880円

目 的
ふじのくに茶の都ミュージアム及びKADODEOOIGAWAの視察

応対者
施殻のスタッフ

政務活動・

県政との

関連性

県が運営するふじのくに茶の都ミュージアム、及びKADODEOOIGAWAを視察して施

設についての蕊曝を深め、今後の茶業振興に係る政策提言につなげる。

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

【経路】

自宅→東名三ケ日→東名相良牧之原→ふじのくに茶の都ミュージアム→KADODEOOIGAWA→東名吉

田→東名三ケ日→自宅

ETC利用証明書①：高速代（三ケ日→相良牧之原)1,640円

領収書②：観覧券代300円

ETC利用証明書③：高速代（吉田→三ケ日)1,940円

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

3,880円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,880円
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中日本1
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NEXにロ

中日本

料金所(自） 三ヶ日
料金所(雫） 相良牧之原
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三ヶ円
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ヌ払若 茶の都’1 適格請求書発行事業者登録番号
T7000020220001

2025年04月29日（火） 10時32分

令頁 LI又 蕾

幸7“
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TE■Mu5E回m･ShizuoL8

l
I

l

観覧券大人 ￥300＊

合計1件 ￥300
（内税売10％ ￥300）
（消費税 ￥27）
（消費税計 ￥27）
まう予貢し」 \500
＝釜勺しノ \200

静岡県島田市金谷富士見町3053-2
0547-46-5588

ﾚｼｰﾄNO.000033 レジ:0002

担当:担当者2 店：0001
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様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）【4月分】鉤

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり。

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり。

整理番号

区 分 前回給油(領収議占付分)A 今回(直近の)給油B 総走行距離 C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行f鴎佳 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行距離(kn')

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行職,(m)/総走行距離（上記C)Gm)
･充当限度割合による案分：領収書金額（円）×充当限度割合

走行距離(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km

く支払証明＞上記のとおり文払った（充当した）ことを証明します。 議員氏名菅沼泰久

案分の理由

政務活動と私用で案分

領収書金額(a)

14,467円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支 額(a×b)

7,233円
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ENEOS
毎 毎

qpoⅡostctlon

東海興産（株）
日之岡
静岡県湖西市
岡崎字後田面2253－11
rm5gz578=1414 SS:31478-33432
登録番号:T9080401006027

クレジットカード売上票

2025/04/29（火)08:19伝票No.3170
取引通番1337

納品書(測書）
2025年04月02日12:38

1売上 ，
|上’ 様M

l22538-900000-759
1現金フリー

1車両番号 実車番
|2000-00

,ENEOSレギュラー P-07
32.801. *

188円 ￥6,166
1合言十 ￥6，166
K消費税10％対象 ￥6,166
‘内消費税等 ￥561）
1現金でお買上げの場合は領収書にかえさせて頂きます。

;東海興産株式会社

|東海興産新居関所SS
|静岡県 湖西市
'新居町新居3444－56
1TEL:053-594-0303 SS－O”538

1登録番号:T9080401006027
ﾙｼｰﾄNo2847-02テ穆－ﾀNo5405-5407

ip-~ﾛ■I-~2025/04702

qpOⅡ◎stqtlon

(株）|東海興産（
旧之岡

|瀧轆
|EEQZ57
1登録番号：

クレ

|2025/04/15

|鱗
|IEL"
1登録番

'2025/0

静岡県湖西市
岡崎字後田面2253－11
TEL:053-578--1414 SS:31478-33432
登録番号:T9080401006027

クレジットカード売上票

2025/04/15(火)10:31 伝票No.7060
取引通番2462
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I（内税10%消費税

熟貴“￥3,捌
| (内税,,%対象 一難330,）
’（内税10%消費税 \300)
|承認No.0000000729
1支払方法一括

\3,301

胤絹繍月,企業]-卜 00,,
|端末謂賜|｣番号7736410104100

|IMMIQ!94401VISACREDIT
|AOOOOOOOO31010

MW:W::::｡:|係員 α
|処理

熱調、￥5‘黙
（内税10%消費税 \455)

承認No.0000000752
支払方法一括
ｸﾚｼ､､ﾂﾄご利用額 \5,000
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

轄理番号

経費項目 …費研修費⑳霞調識鑪会議費資料陶漬償料傭入費蘂費… 人件費
内 容 県政レポートの郵送費（料金別納区内特別郵便物）

年月 日 令和7年4月30日 金 額 10,080円

目 的 県政レポートを郵送し、議員活動を周知することで県政への県民の関心を高めること。

使 途 県政レポートの郵送費（料金別納区内特別郵便物）

政務活動．

県政との

関連性

県民の県政に対する関心の向上に資するものである。

く領収割占付枠＞

＠96円×105通＝10,080円 領収書
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TEL:0570-

代

943-817

安』哺

モラ鯨久

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領 又書金額(a)

10,080円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

10,080円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

轄理番号 ￥－／￥

経費項目 調査研究費･研修費．⑳･薪鞠靜瀧憤･会議費･資料侑戎費･資粥騰入費･事務費･蒻弼漬･人件費

内 容 県政レポートのポスティング費用

年月 日 令和7年4月30日 金 額 184,855円

目 的
県政レポートを市内に酉肺し､議員活動を周知することで県政への県民の関心を高めるこ

と 0

使 途 県政レポートチラシポスティング費用、及び振込手数料

政務活動．

県政との

関連性

県民の県政に対する関心の向上に資するものである。

＜領収琴占付枠＞

銀行口座からの振り込み

請求金額184,305円

＋ 振込手数料550円

合計 184,855円
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額血）

184,855円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

184,855円



請求日：2025年4月30日

ｺｰﾄ■

請求書

株式会社ﾘック

擶云園祁
リ
ツ
ク静岡県議会議員菅沼泰久 様

静岡県富士市中里2561-2
TEL:0545-31-2239

FAX:0545-31-2240

お手数ですが下記銀行口座へお振込み下さいますよう
お願い申し上げます。
※恐れ入りますがお振込み手数料は貴社ご負担にて
お願い申し上げます

【お振込先】 株式会社リック

富士宮信用金庫 吉原支店 普通 1045569

清水銀行 須津支店 普通 7032007

登録番号:T2080101009996

下記の通りご請求申し上げます。

(締日 ）2025年4月30日 お支払い期限2025年5月31日

1/1ページ

課税対象令額 消譽税(10％） 鑛鍛藷蕊零籟蕊蕊懲

167,550 16,755 ￥184,305

ジ､~--1,'､壺忍 ….-'知日.,P･日毎

鍵蕊蕊 蕊蕊鵜脅議

＝司令……画ニーニマ…一“必上…墨需趣…幸

…乞号需認

掴嘩 零膳騰騒議灘篭蔑霞蕊霧騨鍵蕊＃
…さへ,潭密動韮室垂且 …

議蕊 “一 矛

＝

2…課

4月20日

■■
寄沼やすひさ県政レポートNo.2A3二つ折【湖西
旧11170部】

担当者■■■I

西目布對 里怖 今舘 備考

11170

167,550

西R布對 蛍価 今箱 備考

配布對 蛍怖 今舘 備考

西R布對 里価 今箱 備考

配布對 豈怖 今舘 備考

配布数 蛍怖 今箱 備考

請求金額 167,550



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

整理番号 ￥一/<ナ

経費項目 調査研嶺･研修費･広聴広報費･蕊調靜漉婚･会議費･資IsM乍成費･資料購入費･事務費･事務所費⑲
内 容 事務所アルバイトスタッフ給与

年 月 日 令和7年5月1日 金 額 21,762円

目 的

使 途 事務所スタッフの人件費 ■■■4月勤務分）

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別紙の「給与支払明細雪のとおり

/ろ‘ク＃
ノ X//3"〃門ニュ/,7か何

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

21,762円

戸
可
ニ
ノ ﾐ分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

21,762円



：目H三

2025年04月

■■■■様
労働日数

自2025年04月16日

至2025年04月30日
6日

労働時間 16.74時間

所定時間外労働 0時間

支
給
額

基本給

非課税通勤費

合計

21,762円

円

円

円

円

円

円

21，762円

控
除
額

所得税

住民税

健康保険

厚生年金

雇用保険

合計

円

円

円

円

円

円

円

円

0円

差 引 支 給 額 21,762円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

整理番号 卒一/も

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･需調靜纈婚･会議費･資瀧H賊費･資料購入費･事務費･義弼漬⑬
内 容 事務所アルバイトスタッフ給与

年月 日 令和7年5月7日 金 額 42,900円

目 的

使 途 事務所ｽﾀｯﾌの人件費 勤務分）

関連性

く領収書貼付枠＞

別紙の「給与支払明細書」のとおり

33"x/PJj'〃 円 ニゲ』,′""門

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

42,900円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

42,900円



2025年04月

■■■■様
労働日数

自2025年04月01日

至2025年04月30日
11日

労働時間 33時間

所定時間外労働 時間

支
給
額

基本給

非課税通勤費

合計

42，900円

円

円

円

円

円

円

42,900円

控
除
額

所得税

住民税

健康保険

厚生年金

雇用保険

合計

円

円

円

円

円

円

円

円

0円

差引 支 給 額 42,900円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

轄理番号 ￥‐/7

経費項目 識罰暁費･研修費･広聴広報費･齋澗靜漉婚･会議費･資料絨費･資料購入費･事務費･霧新費⑬
内 容 事務所アルバイトスタッフ給与

年月 日 令和7年5月7日 金 額 6,500円

目 的

使 途 事務所ｽﾀｯﾌの人件費一月勤務分）

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別紙の「給与支払明細書」のとおり

j"x/,3"〃H二8，ヶ'丹

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

6,500円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

6,500円



2025年04月

■■■■様
労働日数

自2025年04月01日

至2025年04月30日
3日

労働時間 5時間

所定時間外労働 時間

支
給
額

基本給

非課税通勤費

合計

6，500円

円

円

円

円

円

円

6,500円

控
除
額

所得税

住民税

健康保険

厚生年金

雇用保険

合計

円

円

円

円

円

円

円

円

0円

差引 支 給 額 6,500円



様式第1－1号

支 出 証 拠 害

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・菅沼泰久）

整理番号 ゲー/〃

経費項目 調劃職費･研修費･広聴広報費･霊鞠誇鰯債･会議費償鵜幟費鮮陶k費⑳藷翻潰･人件費

内 容 携帯電話料金（4月請求分）3/1-3/31

年月 日 令和7年5月/Z日 金 額 6,719円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

R~T~7=~5=rZ

明細より、請求額は40,488円-------‐（1）

＋

100,194Dｶｰﾄﾞ/DCI1><

（1）から「決済サービス代金等」の26,059円脱込）及び990円脱込）を除外する｡-…--‐（2）

よって、金額は（1）－（2）＝40,488-26,059-990＝13,439円

案分の理由

政務活動と私用で案分b

領収書金額(a)

13,439円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

6,719円



2025年5月12日のご利用代金明細表

2025年4月25日 発行

お客様の個人情報保護のため、口座番号の下3桁を表示し

ておりません

各種ご照会・お申込みには会員番号が必要となりますので、お手元にカードをご用意

の上、お問い合わせください。

翌月一括払いを除き、商品の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合や、

役務の未提供などを理由にお支払いを止めることができる場合がありますb

備考

換算日

菅沼 泰久 様 ご利用分

今融樫間 ■■
支店 ■■
科目 ■
口座番号 ■■

お名前 菅沼 泰久 様

お支払い日 2025年5月12日（月）

お支払い合計額 100,194円

カスタマー番号

(サービス名称／

加入・切替日）

■■■■■■■■■

■■■■



謎|鋼お支払い金額
ご利用

金額
備考

I

I

菅沼 泰久 様 ご利用分

菅沼 泰久 様 ご利用分

25/03/31 ドコモご利用料金/iD 4月分 27,670
ﾁｰﾉ』

ドコモ決済サービス等/iD 4月分25/03/31 27,049

＜菅沼 泰久 様 お支払い金額小計＞

ご利用分

■
■ 一.ロロー...．

．…｡” ■■
お支払L金額鋒一計 ■■

ｌ
ｐ
Ｇ
Ｄ
．
Ｌ
・
■
■
ｂ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
■
■
討吟一

<I ■■お支払い金観小計〉

＜お支払い金額総合計＞
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1／4ページ）（日頃、NTTファイナンスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

適格請求書発行事業者名:NTTファイナンス株式会社
（登録番号:T8010401005011)
10％対象請求額脱込） 24，325円
うち消費税等 2，211円
非対象等請求額 30，394円
ご請求額合計 54，719円
※各社のご利用料金・ご利用期間の詳細については、

「ご請求内訳」をご礦認ください。

【NTTドコモからのお知らせ】一一一一一一一一一一一一一一一
＊＊＊ 電話番号毎のご利用金額（税込） ＊＊＊

■■■■ ､職：

藤
NTTファイナンス株式会

〒108-0075

東京都港区港南1－2-70

お客
(BlLL儲厚濡U覇異篇
お 客 様 番 号
（CUSTOMER NUMBER） ’

請 求 年 月
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2024年10月よりdポイントクラブのポイントプログラムを改定

いたしました。。ポイント加盟店での「いつでもおトク」に加え、
｢d払い」利用でも「いつでもおトク」となる特典などが追加されました。

詳しくはdポイントクラブサイトにてご確認ください。

等
即
号
勵

亘言匪唯
番
Ｍ
番
Ｕ

Ｕ
Ｎ

話
Ｎ
様
Ｒ

電
Ｇ
昨

様卵客祠
客
Ｌ
Ｓ

Ｉ
Ｕ

お
⑱
お
に

ご 請 求 先 氏 名

(CUSTOMERNAME)

■■■■■ 菅沼 泰久 様

ご利用クレジット会社

(CREDIT COMPANY)

カード会員番号

(MEMBERNUMBEROFTHECARD)

dカード(iD)
－
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奇計請求脅貝の請求内司〈』

蕊難騒騒凝議蕊
16,66C

蕊識霞霧蕊鍾鳶蕊
言一R5f

矢窮
建〃
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／
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■
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■
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／、

、ノ

lム弓

碇､
胃ソ

の料金告

／、
、／

／、

、／ 基本靴吏用料零

。,ﾐ令言｡,、‐,ロ.‘E

刀
蕊
や
．
・
竃
冴

団
三
・
ｓ
悪
吉
可

／、

、／

／,、
、ソ

八
／
グ
ミ

稀禾等再分告
宮 ' ' 一 ~~ 1~可~~

壷請求I誰2舵

／、
、／

お客様電話番号等
BILLING NUMBER ■■■■■■■

請 求 年 月
MONTH OFISSUE
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お客様電話番号等
BILLING NUMBER 11■■■■ 需｡Nf｡f,$乳屑

内訳項目 金額（円）
CHAMEBREAXDMNBY[AT[GORY(YEN)

内訳金額（円）
AMOUNT(YEN)

請 求 内 訳 等 詳 細
DETAILSOFcHARGEBREAKDOWN 〔

本内訳は、各サービス提供事業者が
発行したものです。 〕

税区分
TA×》翻一》

》》》
》》》一一一

8,480

蕊騨識蕊議露蕊溌
-1"000)（

消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計x10%一一
○継続利用期間は、3月末で 19年8か月となりました。

※その他の獲得ポイン}＼はWEBをご確認ください。

議蕊議議驚議識蕊蕊繍蕊蕊蕊嬢議蕊蕊蕊蕊蕊鍵嬢蕊
ご利用期間（3／1～3／31）

議蕊議議蕊蕊溌鶏蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊鶴議蕊鶏議議蕊
eximo ポイ活

蕊識蕊議議識蕊議蕊蕊蕊議蕊譲霧議議蕊議蕊蕊蕊議
(内訳）みんなドコモ割 3回線以上

蕊
灘
繍
繍
灘
灘
繍
舘
灘

蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊一唖》》》四一
》皿帷》》抑》２》

黙哩蕊蝿畢雲恩窪誤豊里…鐇蕊蕊碧謹蕊罷謹誘蕊蕊蕊塞毒犠難蕊識溌簿漉議謹識露盤盤壌裁蕊蕊農蕊癖謹躍塑鐸

(内訳)spモード利用料一一一三一口一斗一 》羅舘灘韻鱗灘誤雛鍔鰯

》一一睡》》一》一

6,700

一》
990

蕊議蕊蕊蕊蕊蕊慧
1,002》一一一》一一 》函》 ００２

ク

５

靭杢憲擢蘂璽悉鯉雲§謹鍵蕊鍵鍵響溺

ご請求は2026年12月請求迄で、分

､謹蕊謹癖懲環星l豐織函

金残額は135，55

謹睾鷺堂も握理鐸塞：

躍溌蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊霧譲議蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊

消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計x10%

蕊霧蕊蕊溌議蕊覺議議蕊蕊霧議蕊蕊蕊蕊鳶蕊蕊議蕊蕊蕊蕊蕊

蕊蕊蕊蕊蕊蕊譲議蕊蕊蕊篭蕊議蕊蕊議

蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊議議蕊議
18年11か月となりました。

一
※その他の獲得ポイントはWEBをご確認ください。

覺蕊蕊蕊毒蕊譲蕊蕊蕊蕊溌蕊蕊蕊蕊蕊蕊
ご利用期間(3/1～3/31)

警溌零蕊蕊霧蕊蕊蕊慧蕊票蕊慧驚蕊驚蕊驚
戸建・タイプA/西

訂瀕蕊蕊顎簸覗議溌溌驚罵蕊蕊篭蕊蕊
ドコモ光電話バリュー基本使用料 480円

震蕊鶏溌讓霧議蕊蕊爵讓鍾毒薫苓薫蕊駕篭箭落

EBをご確認ください。

蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊

罪
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寺
炉

圭諏浜一】￥“姫

李謹｛霊
重
セ
ー
魂
謁

畠
竺
‐
毛
毒
｝
■
可

悪捧ぷＦＡ、、
啄
剖
沁
士
邦

軍部。シ凸．一皇侯‐『亘

一》画）程彗号が．

》鑑識‐

簿蕊蕊蕊蕊蕊蕊霧蕊

蕊諜蕊蕊蕊議蕊簿蕊議
480円の通話料を含みます。

識■■■「－－ ~~－

》
職
溌
》
灘
灘
雛
綴
灘
瀧
灘
灘
檸
職
鑪
繊
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■■■■■■■ 請 求 年 月
MONTH OFISSUE

内訳項目 金額（円）
[HAMEBREAKDMNBY(ATEGORY(YEN)

内訳金額（円）
AMOUNT(YEN)

請 求 内 訳 等 詳 細
DETAlLS OF CHARGEBREAKDOWN 〔

本内訳は、各サービス提供事業者が
発行したものです。 〕

税区分
TA×三一》一一》》一一一一坪》》

》釦》》２》〉一一》》》一

蕊蕊蕊蕊蕊蕊議蕊讓蕊霧蕊霧議蕊議難藤蕊蕊霧蕊蕊議蕊
晶越適用額 1月ご利用分からの繰越額は480円

霧蕊蕊蕊蕊蕊羅譲蕊譲譲憲蕊蕊貫溌讓蕊議霧議蕊蕊

驫露議霧蕊顛轆譲霧蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊議議羅
ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご請求となります三一一斜一一
〕ドコモ光／戸建のご契約期間は3月末で 9か月となりました。壱一
蕊蕊讓蕊譲蕊蕊蕊議蕊蕊蕊蕊蕊篝謹蕊蕊篝蕊篝蕊篝蕊蕊蕊

雛
舘
蕊
羅
馥
耀
蕊
議
灘
蕊

蕊
蕊
蕊
灘
蕊

』茎毒.蕊…琴鐸識琴蔓雲噌…基

雲蕊篝蕊蕊議蕊謹

蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊

篝蕊謹蕊蕊蕊蕊蕊》》
鈴

》群
燕 『
・
眠
舗
琿
窪
凹
一

一一一ゞ一一》》
》

蕊霧蕊霧蕊薑譲蕊蕊蕊蕊蕊蕊霧蕊議蕊蕊蕊蕊蕊議蕊一一
蕊篝蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊議蕊蕊篝蕊蕊蕊篝蕊一Ｆ

一計
二一》》

》
蕊
蕊
灘
蕊
灘
蕊
灘
蕊
灘
溌
灘
鍵
蕊
癖


